
（平成21年度事業）

問

施設評価シート　（一般）

担当課（室）

030

農林水産課

あ り な し

あ り な し

 本市所管

 近隣市町、民間その他

指定管理者制度導入

すべて直営

一部委託

14 年 4 月
58,939 千円

 国県等補助金

 市債・一般財源等

千円

千円

建設年月

耐用年数58,939

合
先 電　話

建物建設費

職・氏名

財
源

０８６９－６４－１８３６

年

平成

50

課長補佐・濱山　一泰

所　在　地

施　設　名 頭島かた舟会館

備前市日生町日生２７８９－３
所属長職・氏名 課長・横山　雅一

このシート作成に要した時間 1.0 時間

あ り な し

あ り な し

 本市所管

 近隣市町、民間その他

指定管理者制度導入

すべて直営

一部委託

０４ ０１

０３ ０４

名　称 備前市多目的集会施設設置条例、同条例施行規則

（この施設運営によりサービスを受けるのは誰か？）

都市住民等

漁村地域活性化事業

豊かな食を支えるまちづくり

事務事業名
総合計画上の位置付け

基本目標

施　策

もてなしの心とたくましさのあるまちづくり 基本施策

対　　　　象

水産業

根拠法令等の有無 あ り な し

あ り な し

 本市所管

 近隣市町、民間その他

指定管理者制度導入

すべて直営

一部委託

市民でない者　２，０００円／１時間

市民 ある者 円 時間

市民である者　１，０００円／１時間　多目的集会室

研修室
施  設  内  容

　１０６．５０㎡

鉄骨コンクリート造平屋建

目　　　　的

㎡

漁業従事者と都市住民等の交流の場を提供

料金体系（直近の改定：平成　年　月）

延べ床面積１７５．３０㎡

施設内容 規　模

（この施設運営によってどのような状態を目指しているのか？）

あ り な し

あ り な し

 本市所管

 近隣市町、民間その他

指定管理者制度導入

すべて直営

一部委託

市民でない者　１，６００円／１時間

管理運営方法

（指定管理者名　又は　一部委託の内容）

市民である者　　　８００円／１時間　研修室

規       模

料  金  体  系

　　４１．８８㎡

あ り な し

あ り な し

 本市所管

 近隣市町、民間その他

指定管理者制度導入

すべて直営

一部委託

平成21年度実績

0 0 37

単位

人/千円

管理運営方法

類似施設の状況

日生町漁業協同組合

（施設名及び施設の概要）

日生うおじま会館

項　　　　目 平成19年度実績

76正規職員

平成20年度実績

0 0 1850 0

あ り な し

あ り な し

 本市所管

 近隣市町、民間その他

指定管理者制度導入

すべて直営

一部委託

人 人 人

人 人 人

0.0 37

0

人/千円

人/千円

千円0

臨時職員

1,061

1 246

 減価償却費

76

 指定管理料

合 計

 維持補修費

 物件費

 その他（　　　　　　　）

 人件費

経
　
　
　
費

正規職員

千円1,061

千円

千円

千円

0.0 185

0

0.0

1 137 千円

1,061

1 098

あ り な し

あ り な し

 本市所管

 近隣市町、民間その他

指定管理者制度導入

すべて直営

一部委託

22 1%

1,246

(354)

3,702

1,098

1,246合　計

 一般財源

 特定財源

受益者負担率

 使用料

 その他

指定管理者の利用料金収入等

1,137

財
源

 利用者1人当たりコスト（一般財源）

3,745

337304

 年間利用者数

(353)

23 7%

1,137

％

千円

千円

千円

千円

人

円

千円

22 0%

1,098

3,663

300

(310)

あ り な し

あ り な し

 本市所管

 近隣市町、民間その他

指定管理者制度導入

すべて直営

一部委託

22.1% 受益者負担率 23.7% ％22.0%

あ り な し

あ り な し

 本市所管

 近隣市町、民間その他

指定管理者制度導入

すべて直営

一部委託

平成21年度

合計

稼

（単位：日，人）

3月2月

26 304

1月

27 27 24

6月 7月

2325 27 26

8月 9月 10月 11月 12月

25

4月 5月

26

種別＼月

開館日数 24 24

薄れていない

薄れている

設置すべきである

必ずしも設置する必要はない

影響が大きい

影響はさほどない

順調である

順調でない

適正である

見直す余地がある

統合は可能

統合は不可能

削減の余地はある

削減の余地はほとんどない

 廃止・閉鎖が可能

 類似施設との統合が可能

 民間又は地域等への譲渡が可能

 指定管理者制度の導入が可能

 事務等一部委託が可能

 現在の管理運営形態が望ましい

受益者負担は求められない

3

稼
　
動
　
実
　
績

6 100

26

228

304

3,663

3 3

62433 45 611,003405

27 27 24 2325 27 2625

9

343

7

203327 279 274

9 9 13

26開館日数

利用者数

稼働日数 12 18 8

24 24

薄れていない

薄れている

設置すべきである

必ずしも設置する必要はない

影響が大きい

影響はさほどない

順調である

順調でない

適正である

見直す余地がある

統合は可能

統合は不可能

削減の余地はある

削減の余地はほとんどない

 廃止・閉鎖が可能

 類似施設との統合が可能

 民間又は地域等への譲渡が可能

 指定管理者制度の導入が可能

 事務等一部委託が可能

 現在の管理運営形態が望ましい

受益者負担は求められない

魅力と活力のある漁村環境づくりの研修等の場として活用されており、漁業を柱
とした都市住民との交流の場としても重要な施設である。

本市の水産業の振興に資するため、魅力と活力のある漁村環境づくりの研修等
の場を提供する必要がある。

施
 

設
 

の
 

妥

判断理由

社会・経済情勢の変化等により、施設のニーズが薄れていないか？

そもそも市が設置・運営すべき施設か？

判断理由

薄れていない

薄れている

設置すべきである

必ずしも設置する必要はない

影響が大きい

影響はさほどない

順調である

順調でない

適正である

見直す余地がある

統合は可能

統合は不可能

削減の余地はある

削減の余地はほとんどない

 廃止・閉鎖が可能

 類似施設との統合が可能

 民間又は地域等への譲渡が可能

 指定管理者制度の導入が可能

 事務等一部委託が可能

 現在の管理運営形態が望ましい

受益者負担は求められない

の場を提供する必要がある。妥
 

当
 

性

施設を廃止した場合の市民生活への影響は？

判断理由 島を訪れる観光客等との交流の場として必要である。

施設の利用状況は順調か？

年間利用者数が安定している判断理由

薄れていない

薄れている

設置すべきである

必ずしも設置する必要はない

影響が大きい

影響はさほどない

順調である

順調でない

適正である

見直す余地がある

統合は可能

統合は不可能

削減の余地はある

削減の余地はほとんどない

 廃止・閉鎖が可能

 類似施設との統合が可能

 民間又は地域等への譲渡が可能

 指定管理者制度の導入が可能

 事務等一部委託が可能

 現在の管理運営形態が望ましい

受益者負担は求められない

類似施設との統合可能性はあるか？

本施設は日生町漁業協同組合頭島支所と併設しているため、必要経費に不足
が生じた場合、基本的には指定管理者である日生町漁業協同組合が負担して
いる。

施
 

設
 

の
 

効
 

率

受益者負担は適正か？（施設の性質別に設定されている負担割合と比べてどうか）

判断理由

年間利用者数が安定している。判断理由

薄れていない

薄れている

設置すべきである

必ずしも設置する必要はない

影響が大きい

影響はさほどない

順調である

順調でない

適正である

見直す余地がある

統合は可能

統合は不可能

削減の余地はある

削減の余地はほとんどない

 廃止・閉鎖が可能

 類似施設との統合が可能

 民間又は地域等への譲渡が可能

 指定管理者制度の導入が可能

 事務等一部委託が可能

 現在の管理運営形態が望ましい

受益者負担は求められない

率
 

性

判断理由

管理運営に係るコストを削減する余地はあるか？

類似施設は本土のため統合は不可能である。

指定管理料の額は、０円である。

判断理由

薄れていない

薄れている

設置すべきである

必ずしも設置する必要はない

影響が大きい

影響はさほどない

順調である

順調でない

適正である

見直す余地がある

統合は可能

統合は不可能

削減の余地はある

削減の余地はほとんどない

 廃止・閉鎖が可能

 類似施設との統合が可能

 民間又は地域等への譲渡が可能

 指定管理者制度の導入が可能

 事務等一部委託が可能

 現在の管理運営形態が望ましい

受益者負担は求められない

毎年経常的に
今後5年間に

金額（千円）

平成22年度の状況
及び

管理運営の改善案

平成２４年３月３１日まで日生町漁業協同組合との間で指定管理者協定書を締結しているが、同組合への譲渡
を検討する。

施設修繕・大規模改修費用（今後5年間：平成23年度から平成27年度）

内　　容 金額（千円）内　　容

薄れていない

薄れている

設置すべきである

必ずしも設置する必要はない

影響が大きい

影響はさほどない

順調である

順調でない

適正である

見直す余地がある

統合は可能

統合は不可能

削減の余地はある

削減の余地はほとんどない

 廃止・閉鎖が可能

 類似施設との統合が可能

 民間又は地域等への譲渡が可能

 指定管理者制度の導入が可能

 事務等一部委託が可能

 現在の管理運営形態が望ましい

受益者負担は求められない

判
　
　

判
定
理

頭島かた舟会館は日生町漁業協同組合頭島支所と併設しているため、早期
に譲渡を検討する。

毎年経常的に
必要な修繕費

今後5年間に
必要となる

大規模改修費

薄れていない

薄れている

設置すべきである

必ずしも設置する必要はない

影響が大きい

影響はさほどない

順調である

順調でない

適正である

見直す余地がある

統合は可能

統合は不可能

削減の余地はある

削減の余地はほとんどない

 廃止・閉鎖が可能

 類似施設との統合が可能

 民間又は地域等への譲渡が可能

 指定管理者制度の導入が可能

 事務等一部委託が可能

 現在の管理運営形態が望ましい

受益者負担は求められない

　
定

理
由

譲渡を検討する。

薄れていない

薄れている

設置すべきである

必ずしも設置する必要はない

影響が大きい

影響はさほどない

順調である

順調でない

適正である

見直す余地がある

統合は可能

統合は不可能

削減の余地はある

削減の余地はほとんどない

 廃止・閉鎖が可能

 類似施設との統合が可能

 民間又は地域等への譲渡が可能

 指定管理者制度の導入が可能

 事務等一部委託が可能

 現在の管理運営形態が望ましい

受益者負担は求められない


